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　2．減価償却制度の改正

　平成 23 年度税制改正（12 月改正）により、定率法の
償却率の見直しが行われ、平成 24 年 4 月 1 日以後に
取得する減価償却資産の定率法の償却率について定額
法の償却率を 2 倍した償却率（200％定率法）に引き下
げられました〔改正前：定額法の償却率を 2.5 倍した
償却率（250％定率法）〕。また、償却率の改正により、
平成 24 年 4 月 1 日以後に資本的支出を行った場合に
は、その資本的支出により新たに取得したものとされ

る追加償却資産については、200％定率法により償却
を行うこととなります。
　この改正は、個人では平成 24 年分の所得税から、
法人では平成 24 年 4 月 1 日以後に終了する事業年度
から適用されます。ただし、改正事業年度において平
成 24 年 4 月 1 日から期末までに取得した減価償却資
産について定率法を選定している場合は、250％定率
法により償却することができる特例が措置されてお
り、所轄税務への届出等の手続きなしに任意に選択す
ることができます。

催し物のご案内
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　1．生命保険料控除の改組

　平成 22 年度の税制改正で、平成 24 年 1 月 1 日以

後に保険契約等を締結した介護医療保険料について、

介護医療保険料控除（適用限度額 4 万円）が設けられま

した。平成 24 年分より生命保険料控除の合計適用限

度額が 12 万円とされました。一般の保険料と個人年

金保険料、介護医療保険料のそれぞれに控除額を計算

しますが、平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契

約（新契約）については、それぞれ保険料の額が 8 万円

以上の場合は 4 万円となり、生命保険料控除額は最高

12 万円となります。生命保険料控除の計算は、「平成

24 年分所得税の確定申告の手引き・確定申告書 B」に

掲載されている計算欄を使用してください。

平成 24 年の税制改正事項

①　平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約（新契約）

区　　分 支払った一般の生命保険料
又は個人年金保険料の金額 控　　除　　額

一般の生命保険料
個人年金保険料
又は介護医療保険料

20,000 円以下 支払った保険料の全額

20,001 円から 40,000 円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×½ ＋ 10,000 円
の合計額

40,001 円から 80,000 円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×¼ ＋ 20,000 円
の合計額

80,001 円以上 一律に 40,000 円

②　平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約（旧契約）

区　　分 支払った一般の生命保険料
又は個人年金保険料の金額 控　　除　　額

一般の生命保険料
又は個人年金保険料

25,000 円以下 支払った保険料の全額

25,001 円から 50,000 円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×½ ＋ 12,500 円
の合計額

50,001 円から 100,000 円まで 〔支払った保険料の金額の合計額〕×¼ ＋ 25,000 円

100,001 円以上 一律に 50,000 円

ただし、新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、
上記⑴と⑵の合計額（上限 4 万円）となります。

生命保険料控除額＝（一般の保険料の計に応じた控除額）＋（個人年金保険料の計に応じた控除額）
＋（介護医療保険料の計に応じた控除額）


